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消防防災用設備等の火災予防条例準則における取り扱いについて（通知） 
 
 標記については、消防防災用設備等性能評定委員会（事務局：財団法人日本消防設備安

全センター）で評定された設備の火災予防条例準則における取り扱いを下記のとおり運用

することとしたので、貴管下市町村に対してもこの旨示達のうえよろしくご指導願いたい。 
 
１．評定設備 
    評定番号 評 4－００８号 
    申請者名 日本エスシー株式会社 
    商品名  アクアクリーンシステム 
２．火災予防条例準則における取り扱いについて 

アクアクリーンシステム（以下「ＡＣＳ」という。）を３に規定する設置条件により 
設置し、かつ、自動消火装置を４に規定する設置方法により設置する場合にあっては、

火災予防条例準則（以下「条例準則」という。）第１７条の３の規定（基準の特例）によ

り、条例準則第３条の４第１項第３号ハ及びニの規定に基づく火炎伝送防止装置として

自動消火装置が設置されたものと同等の効力を有するものとして取り扱って差し支えな

いこと。 
ただし、条例準則第３条の４第１項（第１号及び第３号ハ及びニは除く）に規定する

「排気ダクト等」の断熱措置等については基準どおりとすることが必要であること。 
３．ＡＣＳの設置条件 

ＡＣＳは別紙の性能評定書別添１（１）設置条件のとおりに設置し、維持管理するこ

と。 
４．ＡＣＳと組み合わせる自動消火装置の設置方法 
  自動消火装置を「フード・ダクト用、レンジ用又はフライヤー用簡易自動消火装置の

性能及び設置の基準について」（昭和５６年８月 3 日付け消防予第１７６号消防庁予防課

長通知）の規定及び各自動消火装置の工事マニュアルに基づき設置すること。 
ただし、フード・ダクト用簡易自動消火装置については、当該規定等に係わらず、感

知部をフード内部の適切な位置に設置することとし、放出口はダクト内部に設置しな

いことができるものであること。 



５．その他 
（１） 評定されたＡＣＳについては、財団法人日本消防設備安全センターの評定ラベル

が貼付されるものであること。 
（２） 本通知のＡＣＳの設置条件及び自動消火装置の設置方法は、条例準則第１７条の

３の規定を運用する場合の要件であり、一般的にＡＣＳを設置する場合の要件で

はないこと。 


